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１  いじめ防止等のための対策の基本的方向 

 

（１） 全ての児童生徒が自分が必要とされる存在であると感じ、多様性を認め互いに支え合う

ことができる取組を進める 

（２） 道と市町村及び学校が一層連携し、迅速かつ組織織的な対応を徹底する 

（３） 学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるよう家庭・地域・専門機関との連携を図る 

２  いじめ防止等のための対策に向けた教職員の資質向上 

 

○教職員の職務や経験の程度に応じた、いじめの防止等のための対策に関する研修を計画的
に実施する。（エビデンスに基づいた生徒指導に関する実態把握や研修内容の工夫） 

○学校の教育活動全体を通じて望ましい人間関係を構築する能力やコミュニケーション能力の
育成を図る取組を充実する。（協働的な学習の推進、ソーシャル・スキル・トレーニングや
ソーシャル・エモーショナル・ラーニングなどの心理教育プログラムの推進、子ども理解支
援ツール「ほっと」等の活用） 

○多様性を認め互いに支え合うことができるような取組等、発達支持的生徒指導（生徒指導提
要（令和４年12月 文部科学省））に基づいたいじめが生まれにくい環境をつくるいじめの
未然防止教育を推進する。 

○「性的マイノリティ」や「多様な背景を持つ児童生徒」等含め、特別な配慮を必要とする児
童生徒に対する理解を深めるための研修及び実態交流を計画・定期的・継続して実施する。 

○ネット上のいじめ防止等のため児童生徒がインターネットを適切に活用する能力を習得する
ことができるよう、学校教育、社会教育、家庭教育におけるインターネットの適切な利用に
関する教育の推進や啓発に向けた発進に必要な取組を進める。 

 

３  いじめ防止等のための対策に向けた組織的対応 

 【未然防止・早期発見について】 
○上記2に基づいた教職員研修といじめアンケートの実施による教育活動全体を通じた実効性
のあるいじめ未然防止教育の推進を図る。 

 【初期対応について】 
○本校の危機管理マニュアルに基づいた日常的な「報告・連絡」の徹底と「学年・生活部・担
外・養護教諭・管理職・全教職員」の情報共有体制のもと「学校いじめ対策組織」を中心と
して組織的に対応する。 

○いじめの認知について「いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりうる」、「いじめ
見逃しゼロ」という意識のもと、児童生徒のささいな変化や兆候もいじめとの関連を考慮し
早い段階から組織的な見取り・見守りなどの関わりを持ち、いじめを看過したり軽視したり
することなく、積極的に認知し対応する。 

 【解消について】 
○いじめの解消の見極めに当たっては、学校や保護者のほか、「学校いじめ対策組織」を活用
し、必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを含めた集団で
判断する。（心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット含む。）が止んでいる
状態が相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。また、その後についても一定期間
は継続して被害児童や保護者への聞き取りを行うなど状況を注視し見極めを継続する。） 

４  補足（いじめに向かわせないために） 

○いじめの衝動を発生させる原因を理解し、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくり
や、児童生徒の人間関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十
分でなけ関係をしっかりと把握し、全ての児童生徒が活躍できる集団づくりが十分でな 

【原因】 ◆心理的ストレス（過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする） 

◆集団内の異質な者への嫌悪感情（凝集性が過度に高まった学級集団では、基準から外れた
者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある） 

◆ねたみや嫉妬感情、遊び感覚やふざけ意識、被害者となることへの回避感情など 

 
はじめに（本校の基本的な考え） 
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※下記【概要版】で示された北海道いじめ防止基本方針の改訂（令和5年3月）に伴い、本

校の「いじめ防止基本方針」を見直し、『本校の基本的な考え』とする上記「はじめに」を

新たに記載することとした。           （令和６年４月 美唄市立美唄中学校） 


